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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼気を分析する際に、大気が吸い込まれ、呼気が吹き込まれるハンドル装置であって、
　吹き込まれた呼気を、前記呼気を分析する分析装置本体へと送るために接続されるチュ
ーブの近傍に配置され、前記大気が内部に吸い込まれる吸気孔と、
　前記吸気孔から吸い込まれた前記大気が体内へ送り込まれる吸気入口部と、
　前記吸気入口部と前記吸気孔の間に配置された吸気経路と、
　前記体内から排出される呼気が取り込まれる呼気排出部と、
　前記呼気排出部と前記チューブの間に配置された排気経路と、
を備えたハンドル装置。
【請求項２】
　前記チューブの前記ハンドル装置に接続される側の端から前記チューブの前記分析装置
本体に接続される側の端に向けて拡開する湾曲部と、
　前記湾曲部と接続される外周部と、を備え、
　前記吸気孔は、前記湾曲部に設けられている、請求項１に記載のハンドル装置。
【請求項３】
　前記吸気経路が通過し、前記吸気孔から吸い込まれた前記大気から前記分析装置本体で
測定される成分を除去するフィルター部を備えた、請求項１又は２に記載のハンドル装置
。
【請求項４】
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　前記フィルター部が除去する成分は、一酸化窒素である、請求項３に記載のハンドル装
置。
【請求項５】
　前記湾曲部の厚さは、前記外周部の厚さよりも薄い、請求項２に記載のハンドル装置。
【請求項６】
　前記吸気入口部と前記呼気排出部は同一である、請求項１から５のいずれか一項に記載
のハンドル装置。
【請求項７】
　前記チューブが接続される接続部を備え、
　前記接続部は前記吸気孔の近傍に配置される、請求項１から６のいずれか一項に記載の
ハンドル装置。
【請求項８】
　前記吸気孔は、前記接続部の周囲に複数個並んで設けられている、請求項７に記載のハ
ンドル装置。
【請求項９】
　前記吸気孔は、複数個設けられており、
　前記吸気経路が通過し、前記吸気孔から吸い込まれた前記大気から前記分析装置本体で
測定される成分を除去するフィルター部と、
　前記吸気経路において、前記吸気孔から前記フィルター部へ吸い込まれる大気の流量を
制御する複数個の第一のワンウェイバルブと、
　前記フィルター部から前記吸気入口部へ吸い込まれる大気の流量を制御する複数個の第
二のワンウェイバルブと、を備え、
　前記複数個の吸気孔の総面積は、前記複数個の第一のワンウェイバルブに形成される隙
間の総面積、及び、前記複数個の第二のワンウェイバルブに形成される隙間の総面積より
も大きい、請求項１から８のいずれか一項に記載のハンドル装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載のハンドル装置と、
　前記ハンドル装置に吹き込まれた呼気の分析を行う分析装置本体と、
　前記ハンドル装置と前記分析装置本体を接続するチューブとを備えた、呼気分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、喘息検出、肺機能検出などを行う際に使用する呼気分析装置、及び
ハンドル装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の呼気分析装置は、ハンドル部と測定部は一体化されているものが主流で
あったが、使用者の操作性、測定結果の視認性などを考慮し、ハンドル部と測定部を分け
て、双方をチューブで接続する構成とする傾向にある。
　また、使用者が測定するために握るハンドル部には、測定部に呼気を供給するためのチ
ューブが接続されているが、使用者の操作によりチューブが折れ曲がると、ハンドル部で
損傷することがある。
【０００３】
　そこで、チューブの根元部分のハンドル部に、折り返し部を形成することで、その損傷
が抑制されるように構成されている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－０２４９４５号公報
【発明の概要】
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【０００５】
　上記従来例の技術においては、折り返し部を形成したことでチューブ外周部が損傷を受
けなくすることは可能である。しかしながら、折り返し部を超える力が加わった場合、硬
質材料で形成されている折り返し部により、チューブの折れ曲りなどが生じてしまう可能
性がある。その結果、安定的に呼気を測定部に供給できなくなり、再測定などを行う必要
が生じ、装置として操作性が悪いものとなってしまう。
　そこで、本発明は、操作性を向上させることを目的とするものである。
【０００６】
　（課題を解決するための手段）
　そして、この目的を達成するために本発明のハンドル装置は、呼気を分析する際に、大
気が吸い込まれ、呼気が吹き込まれ、吸気孔と、吸気入口部と、吸気経路と、呼気排出部
と、排気経路とを備える。吸気孔は、吹き込まれた呼気を、呼気を分析する分析装置本体
へと送るために接続されるチューブの近傍に配置されており、大気がハンドル装置の内部
に吸い込まれる孔である。吸気入口部は、吸気孔から吸い込まれた大気が体内へ送り込ま
れる部位である。吸気経路は、吸気入口部と吸気孔の間に配置されている。呼気排出部は
、体内から排出される呼気が取り込まれる部位である。排気経路は、呼気排出部とチュー
ブの間に配置されている。これにより、所期の目的を達成するものである。
【０００７】
　（発明の効果）
　本発明のハンドル部は、チューブ近傍において吸気孔を設けたために弾性が付与される
。その結果、吸気孔が形成された周辺の部位に、ある程度の力が加わったとしても、その
弾性によりチューブの折れ曲りが抑制され、測定がスムーズに行われることとなる。した
がって、呼気を測定するにあたり、使い勝手が良くなり、操作性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明のハンドル装置の一例の概略図
【図２】本発明の実施の形態における呼気分析装置を示す斜視図
【図３】本発明の実施の形態における呼気分析装置のハンドル部の断面図
【図４】本発明の実施の形態におけるハンドル部のチューブ接続部側から見た図
【図５】図２の主要部の拡大断面図
【図６】本発明の実施の形態の変形例における呼気分析装置のハンドル部の断面図
【図７】本発明の実施の形態の変形例における呼気分析装置のハンドル部の断面図
【図８】本発明のハンドル装置の一例の概略図
【図９】本発明の実施の形態の変形例におけるハンドル部のチューブ接続部側から見た図
【図１０】本発明の実施の形態の変形例における呼気分析装置のハンドル部の断面図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の呼気分析装置に用いられるハンドル装置について以下に説明する。
　本発明の呼気分析装置は、呼気中の成分を分析する装置である。本発明のハンドル装置
は、呼気を分析する際に、大気が吸い込まれ、呼気が吹き込まれ、少なくとも吸気孔と、
吸気入口部と、吸気経路と、呼気排出部と、排気経路とを備える。吸気孔は、吹き込まれ
た呼気を、呼気を分析する分析装置本体へと送るために接続されるチューブの近傍に配置
されており、大気がハンドル装置の内部に吸い込まれる孔である。吸気入口部は、吸気孔
から吸い込まれた大気が体内へ送り込まれる部位である。吸気経路は、吸気入口部と吸気
孔の間に配置されている。呼気排出部は、体内から排出される呼気が取り込まれる部位で
ある。排気経路は、呼気排出部とチューブの間に配置されている。
【００１０】
　このようにチューブの近傍に吸気孔が設けられていることにより、吸気孔が形成された
周辺の部位が他の部位よりも弾性を有している。そのため、チューブが接続されている部
分に様々なストレス（応力）が加わり吸気孔が形成された周辺の部位にチューブが当接し
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たとしても、ストレス（応力）が緩和されることになり、チューブが折れ曲がることを抑
制することができる。
【００１１】
　上記ハンドル装置の一例について、図１を参照して説明する。図１に示すように、本発
明のハンドル装置の一例に対応するハンドル部１は、少なくとも吸気孔６と、吸気入口部
１１と、吸気経路２１と、呼気排出部１３と、排気経路１９とを備える。吸気孔６は、吹
き込まれた呼気を、呼気を分析する分析装置本体へと送るために接続されるチューブ２の
近傍に配置されており、大気が内部に吸い込まれる孔である。吸気入口部１１は、吸気孔
６から吸い込まれた大気が体内へ送り込まれる部位である。吸気経路２１は、吸気入口部
１１と吸気孔６の間に配置されている。呼気排出部１３は、体内から排出される呼気が取
り込まれる部位である。排気経路１９は、呼気排出部１３とチューブ２の間に配置されて
いる。
　次に、本発明の実施の形態におけるハンドル部（ハンドル装置の一例）および、それを
用いた呼気分析装置を、添付図面を用いて説明する。
【００１２】
　＜１．構成＞
　（１－１．呼気分析装置の概要）
　図２は、呼気分析装置の一例であって、喘息検出に関連性がある呼気中に含まれる一酸
化窒素を測定する呼気分析装置を示す図である。
【００１３】
　図２において、１は、使用者が呼気を吹き込むためのハンドル部であり、このハンドル
部１には、チューブ２の一端２ａが接続されている。また、このチューブ２の他端２ｂに
は、吹き込まれた呼気を測定するための分析装置本体３が接続されている。
　つまり、ハンドル部１はチューブ２を介して分析装置本体３に接続されている。分析装
置本体３には、分析結果を表示するディスプレイ３ａが設けられている。
【００１４】
　（１－２．ハンドル部１）
　また、ハンドル装置の一例であるハンドル部１には、図３から図５に示すように、ハン
ドル部本体４と、ハンドル部本体４の上方に装着されるマウスピース５が設けられている
。
このハンドル部本体４には、下方に形成された吸気孔６と、チューブ２の一端２ａが接続
されている接続部７とが設けられている。
【００１５】
　（１－２－１．接続部７）
　この接続部７は、ハンドル部本体４に凹状に形成された部分に設けられており、図５に
示すように円筒部８と接続部材９とにより構成されている。円筒部８は、凹状部分の内壁
を構成する。接続部材９は、円筒部８よりハンドル部本体４の内部寄りに配置されており
、後述する排気経路１９とチューブ２との間を接続する
　また、図５に示すように、接続部材９は、円筒部８の軸と概ね平行に突出して形成され
、円筒部８の内周よりも径が小さい径小部１０を有している。この径小部１０の先端部分
は、円筒部８と上下方向において重なっている。
【００１６】
　そして、径小部１０の外周面と円筒部８の内周面の間に、チューブ２が配置されており
、径小部１０と円筒部８によって挟み込むことで、チューブ２がハンドル部本体４に固定
されている。本実施の形態の呼気分析装置では、ハンドル部１からチューブ２を取り外す
ことが出来ないように、完全に固定するように構成されている。
【００１７】
　（１－２－２．吸気孔６）
　図４に示すように、吸気孔６は、円筒部８の周囲に円環状に複数個形成されている。各
々の吸気孔６は扇形形状に形成されている。言い換えると、複数の吸気孔６は接続部７の
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周囲に配置されている。
　ここで、使用者がハンドル部本体４を手で握ったとしても、吸気孔６が手で塞がれるこ
とがないようにするために、この吸気孔６は、チューブ２の一端２ａがハンドル部本体４
に接続している側、具体的には、湾曲部１６に形成されている。この湾曲部１６は、ハン
ドル部本体４の外周部２０と円筒部８の間に形成されている。湾曲部１６は、チューブ２
の一端２ａ（ハンドル装置に接続される側のチューブの端の一例）から他端２ｂ（分析装
置本体に接続される側のチューブの端の一例）に向けて、円筒部８側から外周部２０側に
拡開するように形成されている。
　このように円筒部８の周囲に円環状に複数個形成することにより、限られた面積である
湾曲部１６の表面１６ａにおいて、吸気孔６の面積を充分に広く確保することができる。
　また、図５に示すように湾曲部１６の肉厚ｄ１は、他のハンドル部本体４を構成してい
る部位の厚みｄ２よりも薄く形成されている。
【００１８】
　（１－２－３．吸気経路２１及び排気経路１９）
　さらに、図３に示すようにハンドル部本体４には、吸気孔６とマウスピース５の吸気入
口部１１とを接続する第一吸気経路１２及び第二吸気経路１８と、マウスピース５の呼気
排出部１３とチューブ２の一端２ａとを接続する排気経路１９が形成されている。本実施
の形態においては、吸気入口部１１と呼気排出部１３は、同じ場所に形成されており、排
気経路１９と第二吸気経路１８は同じ場所に形成されている。
【００１９】
 また、ハンドル部１は、第一吸気経路１２と第二吸気経路１８の間において、フィルタ
ー部１５を備える。ハンドル部１は、吸気孔６からフィルター部１５へ吸い込まれる大気
の流量を制御する複数個の第一のワンウェイバルブ１４と、フィルター部１５から呼気入
口部１１へ吸い込まれる大気の流量を制御する複数個の第二のワンウェイバルブ１７とを
備える。第一のワンウェイバルブ１４と第二のワンウェイバルブ１７にはそれぞれ隙間２
２（２２ａ、２２ｂ）が形成され、大気はこの隙間２２（２２ａ、２２ｂ）を介して、第
一吸気経路１２からフィルター部１５へ、フィルター部１５から第二吸気経路１８へ、そ
れぞれ吸い込まれる。これら第一吸気経路１２，フィルター部１５，及び第二吸気経路１
８によって、吸気孔６と吸気入口部１１の間を接続する吸気経路２１が構成されている。
【００２０】
　そして、複数個の吸気孔６の総面積は、複数個の第一のワンウェイバルブ１４に形成さ
れる隙間２２ａの総面積、及び、複数個の第二のワンウェイバルブ１７に形成される隙間
２２ｂの総面積よりも大きい。このように形成することにより、吸気経路の吸気効率はも
っとも狭くなっている個所の面積に依存するため、吸気孔６によって全体的な吸気効率を
落とさないようにすることができる。
【００２１】
　尚、更に詳細に説明すると、図３に示すように、フィルター部１５は円柱形状であり、
ハンドル部本体４の中央部分に配置されている。図３において、呼気入口部１１は、フィ
ルター部１５の上側に設けられており、接続部材９はフィルター部１５の下方に設けられ
ている。
　また、フィルター部１５と外周部２０の間の空間が２つに仕切られることにより第一吸
気経路１２と第二吸気経路１８が形成される。具体的には、第一吸気経路１２は、円筒部
８と外周部２０の間の空間Ｓ１及びフィルター部１５の側面と外周部２０の間の空間Ｓ２
によって形成されている。また、第二吸気経路１８は、フィルター部１５の側面と外周部
２０の間の空間Ｓ３と、空間Ｓ３から吸気入口部１１までを連通し、フィルター部１５の
上側に設けられた空間Ｓ４によって形成されている。そして、フィルター部１５と空間Ｓ
２の間に、第一のワンウェイバルブ１４が配置されており、フィルター部１５と空間Ｓ３
の間に第二のワンウェイバルブ１７が配置されている。
【００２２】
　また、排気経路１９は、呼気排出部１３から空間Ｓ３までを連通する空間Ｓ４と、空間
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Ｓ３と、空間Ｓ３から接続部７までを連通する空間Ｓ５によって形成されている。この空
間Ｓ５は、空間Ｓ３からフィルター部１５の下側に回りこむように形成されている。
　このような構成により、吸気入口部１１（呼気排出部１３），フィルター部１５，及び
接続部７は、上下方向（直線上）に並んで配置されている。
【００２３】
　＜２．動作＞
　ここで、使用者が呼気を測定する手順に従い、ハンドル部１の説明を行う。
　まず、使用者は、図２の状態で、呼気をハンドル部１に吹き込むために、ハンドル部１
を構成している図３のハンドル部本体４を手で握り、マウスピース５の呼気排出部１３に
口を付ける。そして、使用者は、呼気排出部１３に口を付けたままの状態で、呼気を分析
装置本体３に吹き込むために、先ずは息を吸い込む。
【００２４】
　使用者が息を吸い込むことで、ハンドル部本体４の吸気孔６から大気がハンドル部１に
取り込まれる。取り込まれた大気は、第一吸気経路１２を通り、第一のワンウェイバルブ
１４を通過し、フィルター部１５へと流れ込む。
　ここで、吸気孔６は、チューブ２の一端２ａ側から他端２ｂ側に向けて、円筒部８側か
ら外周部２０側に拡開するように形成された湾曲部１６に設けられているため、使用者が
ハンドル部本体４を手で握ったとしても、吸気孔６が手で塞がれることがない。
【００２５】
　そのため、安定的に大気をハンドル部１に吸込むことが可能となり、再測定などを行う
必要がなく、装置として操作性の良いものとなる。
　次に、上述したフィルター部１５に流れ込んだ大気は、フィルター部１５に配置されて
いる一酸化窒素除去剤により、その内部の一酸化窒素が除去される。
　一酸化窒素が除去された大気は、第二のワンウェイバルブ１７を通過し、第二吸気経路
１８を通り、マウスピース５の吸気入口部１１へと流れ込み、使用者の体内へと吸込まれ
る。尚、吸気孔６を通って使用者の体内へと吸い込まれる大気の移動経路が、図３におい
て実線矢印で示されている。
【００２６】
　その後、使用者が呼気をマウスピース５の呼気排出部１３に吹き込むと、排気経路１９
へと呼気が流れ込む。
　このようにして、使用者がマウスピース５の呼気排出部１３から吹き込んだ呼気は、排
気経路１９を経由し、次に接続部７に接続されているチューブ２を通過して、分析装置本
体３へと流れ込み、呼気中の一酸化窒素が測定される。尚、使用者の体内から排出された
呼気がチューブ２へと移動する経路が、図３において点線矢印で示されている。
【００２７】
　このように、使用者がハンドル部１を手で握って呼気を吹き込むのであるが、使用者は
、自らの口にハンドル部１を引き付け、呼気を吹き込む。
　そして、このような動作を行う時には、ハンドル部１とチューブ２の接続部には、様々
なストレス（応力）が加わることが多くある。それに対して、本実施形態では、吸気孔６
を、チューブ２が接続されているハンドル部本体４の接続部７近傍に形成することで、そ
のストレス（応力）を抑制することが可能となっている。
【００２８】
　つまり、本実施の形態のハンドル部１では、チューブ２の一端２ａがハンドル部本体４
に接続している側において、内周にチューブ２が挿入されている円筒部８とハンドル部本
体４の外周面を形成している外周部２０との間の湾曲部１６に、吸気孔６を形成している
のである。
　そして、このように、湾曲部１６の外周部２０方向への湾曲終了側に、複数の吸気孔６
を所定間隔で形成することで、湾曲部１６は、ハンドル部本体４を構成している他の部位
よりも弾性を有する部位となっている。
【００２９】
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　したがって、接続部７に様々なストレス（応力）が加わったとしても、湾曲部１６の弾
性により、ストレス（応力）が緩和されることになり、チューブ２が折れ曲ることを抑制
できる。
　つまり、ハンドル部本体４の接続部７近傍に湾曲部１６が存在することで、チューブ２
はこの湾曲部１６の湾曲範囲では自由に曲がることが出来るので、折れ曲がりが防止され
るのである。また、この湾曲を超えてさらにチューブ２が引っ張られた時には、上述した
複数の吸気孔６の存在により、この湾曲部１６自体の弾性が大きくなっていることで、湾
曲部１６が弾性を現し、その結果としてチューブ２の折れ曲がりが抑制されるのである。
【００３０】
　そのため、吹き込まれた呼気を安定的に分析装置本体３へと供給することが可能となる
ので、測定不能となることが軽減され、再測定などの手間を省く事が可能となる。つまり
、使用者が呼気を測定するにあたり、使い勝手が良くなり、操作性が向上する。
　また、図５に示すように湾曲部１６の肉厚ｄ１は、他のハンドル部本体４を構成してい
る部位の厚みｄ２よりも薄く形成されている。そのため、湾曲部１６は、より大きい弾性
を有することとなり、チューブ２の折れ曲りを抑制することが可能となり、使用者が呼気
を測定するにあたり、使い勝手が良くなり、操作性が向上する。
【００３１】
　又、本実施の形態のように吸気孔６を配置することによって、ユーザが吸気孔６を塞ぐ
ことを予防することが出来る。
　たとえ、ハンドル部１が捻られたり、曲げられたりしてもチューブ２の折れ曲がりが抑
制される。
　本実施の形態の呼気分析装置は、ハンドル部による吸引・排出時に鏡の使用なしで、装
置のディスプレイを視ることが出来る。
【００３２】
　本実施の形態の呼気分析装置は、吸気と排気（呼気）の分離と同時に吸気からの分析成
分の除去を効果的に行い、省スペース化を図ることが出来る。
　分析装置本体３の代わりにハンドル部１に消耗品（フィルター部１５）を配置したこと
によって、分析装置本体３の構造上の完全な状態を壊さずにフィルター部１５を交換（ハ
ンドル部を交換）することが出来る。分析装置本体３の構造上の完全な状態を壊すとは、
例えば、分析装置本体３を分解することである。
【００３３】
　（３．効果等）
　（３－１）
　以上のように、本実施の形態のハンドル部は、呼気を分析する際に、大気が吸い込まれ
、呼気が吹き込まれるハンドル装置であって、ハンドル部１は、吸気孔６と、吸気入口部
１１と、吸気経路２１と、呼気排出部１３と、排気経路１９とを備える。吸気孔６は、吹
き込まれた呼気を、前記呼気を分析する分析装置本体３へと送るために接続されるチュー
ブ２の近傍に配置され、大気がハンドル部１の内部に吸い込まれる孔である。吸気入口部
１１は、吸気孔６から吸い込まれた大気が体内に送り込まれる部位である。吸気経路２１
は、吸気入口部１１と吸気孔６の間に配置されている。呼気排出部１３は、体内から排出
される呼気が取り込まれる部位である。排気経路１９は、呼気排出部１３とチューブ２の
間に配置されている。
【００３４】
　このようにチューブ２の近傍に吸気孔６が設けられていることにより、吸気孔６が形成
された周辺の部位が他の部位よりも弾性を有している。そのため、チューブ２が接続され
ている部分に様々なストレス（応力）が加わり吸気孔６が形成された周辺の部位にチュー
ブ２が当接したとしても、ストレス（応力）が緩和されることになり、チューブ２が折れ
曲がることを抑制することができる。
【００３５】
　（３－２）
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　また、本実施の形態のハンドル部１は、湾曲部１６と、外周部２０を有している。湾曲
部１６は、ハンドル部１に接続される側のチューブ２の一端２ａから分析装置本体３に接
続される側のチューブ２の他端２ｂに向けて拡開する。外周部２０は、湾曲部１６と接続
される。吸気孔６は、湾曲部１６に設けられている。
【００３６】
　このように湾曲部１６が形成されていることにより、チューブ２は湾曲部１６の湾曲範
囲は自由に曲がることが出来るので、折れ曲がりが抑制される。
　更に、この湾曲を超えてさらにチューブ２が引っ張られた時には、上述した複数の吸気
孔６の存在によって湾曲部１６自体の弾性が大きくなっているため、湾曲部１６が弾性を
現し、その結果としてチューブ２の折れ曲がりが抑制される。
【００３７】
　（３－３）
　また、本実施の形態のハンドル部１は、フィルター部１５を備えている。フィルター部
１５は、吸気経路２１が通過し、吸気孔６から吸い込まれた大気から分析装置本体３で測
定される成分を除去する。
　このように、吸気経路２１が通過するフィルター部１５が設けられていることにより、
大気に予め含まれている成分が除去されているため、使用者の呼気中の成分の濃度をより
正確に測定することが出来る。
【００３８】
　（３－４）
　また、本実施の形態のハンドル部１では、フィルター部１５が除去する成分は、一酸化
窒素である。
　このように、吸気孔６から吸い込まれた大気を体内に取り込むために通過させる吸気経
路２１に、一酸化窒素を除去するフィルター部１５が設けられていることにより、大気に
含まれている一酸化窒素を除去することが出来る。そのため、分析装置本体３へと供給さ
れる呼気について、大気に予め含まれている一酸化窒素が除去されているため、使用者の
呼気中の一酸化窒素の濃度をより正確に測定することが出来る。
【００３９】
　（３－５）
　また、本実施の形態のハンドル部１では、湾曲部１６の厚さｄ１は、外周部２０の厚さ
ｄ２よりも薄い。
　これにより、湾曲部１６は、より大きい弾性を有することとなり、チューブ２の折れ曲
りを抑制することが可能となる。
【００４０】
　（３－６）
　また、本実施の形態のハンドル部１では、吸気入口部１１と呼気排出部１３は同一であ
る。
　これにより、使用者が体内に吸気した後に、他の部位に口を移動させなくて良いため、
使用者の使い勝手を良くすることが出来る。
　また、口を移動させる必要がないため、吸い込んだ大気を呼気として吐き出す際の呼気
の漏れを低減することが出来る。
【００４１】
　（３－７）
　また、本実施の形態のハンドル部１では、ハンドル部１は、チューブ２が接続される接
続部７を有している。接続部７は、吸気孔６の近傍に位置する。
　これにより、接続部７に様々なストレス（応力）が加わったとしても、吸気孔６が形成
されていることによる弾性によって、ストレス（応力）が緩和されることになり、チュー
ブ２が折れ曲ることを抑制できる。
【００４２】
　（３－８）
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　また、本実施の形態のハンドル部１では、吸気孔６は、接続部７の周囲に複数個並んで
設けられている。
　これにより、限られた面積（湾曲部１６の表面１６ａ）において、吸気孔６の面積を充
分に広く確保することができる。
【００４３】
　（３－９）
　また、本実施の形態のハンドル部１では、吸気孔６は、複数個設けられており、ハンド
ル部１は、複数個の第一のワンウェイバルブ１４と、複数個の第二のワンウェイバルブ１
７とを有している。複数個の第一のワンウェイバルブ１４は、吸気経路２１において、吸
気孔６からフィルター部１５へ吸い込まれる大気の流量を制御する。複数個の第二のワン
ウェイバルブ１７は、フィルター部１５から吸気入口部１１へ吸い込まれる大気の流量を
制御する。複数個の吸気孔６の総面積は、複数個の第一のワンウェイバルブ１４に形成さ
れる隙間２２ａの総面積、及び、複数個の第二のワンウェイバルブ１７に形成される隙間
２２ｂの総面積よりも大きい。
　吸気経路２１の吸気効率はもっとも狭くなっている個所の面積に依存するため、このよ
うな構成により吸気孔６によって全体的な吸気効率を落とさないようにすることができる
。
【００４４】
　（３－１０）
　また、本実施の形態の呼気分析装置は、ハンドル部１と、分析装置本体３と、チューブ
２とを備える。分析装置本体３は、ハンドル部１に吹き込まれた呼気の分析を行う。チュ
ーブ２は、ハンドル部１と分析装置本体３を接続する。
　このようにチューブ２の近傍に吸気孔６が設けられていることにより、吸気孔６が形成
された周辺の部位が他の部位よりも弾性を有している。そのため、チューブ２が接続され
ている部分に様々なストレス（応力）が加わり吸気孔６が形成された周辺の部位にチュー
ブ２が当接したとしても、ストレス（応力）が緩和されることになり、チューブ２が折れ
曲がることを抑制することができる。
【００４５】
［他の実施形態］
　以上、本発明の一実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定され
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
　（Ａ）
　上記実施の形態では、排気経路１９と第二吸気経路１８は、同じ場所に形成されている
が、図１に示すように、それぞれを別々に設けても良い。
【００４６】
　（Ｂ）
　また、上記実施の形態では、吸気入口部１１と呼気排出部１３は、同じ場所に形成され
ているが、図１に示すように、それぞれが別々に設けられていても良い。この場合、使用
者は吸気入口部１１を介して息を吸い込み、息を吐く前に口を吸気入口部１１から呼気排
出部１３へと移す必要がある。
【００４７】
　（Ｃ）
　また、上記実施の形態では、図３に示すように、排気経路１９はフィルター部１５の下
側に回りこむように形成され、フィルター部１５の下側に接続部材９が設けられているが
、排気経路１９がフィルター部１５の下側に回りこんでいなくてもよい。図６に示すよう
に、接続部材９がフィルター部１５の外周部２０側（図６中フィルター部１５下端の左側
等）に配置されていても良い。この場合、排気経路１９は直線に形成される。しかしなが
ら、フィルター部１５の下側に接続部材９を設ける構成の方がハンドル部１をコンパクト
化することが出来るため、より好ましい。
　更に、図７に示すように、円筒形状のフィルター部１５が、直線に形成された排気経路
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１９の周囲に配置されていてもよい。
　又、図８に示すように、フィルター部１５は、排気経路１９と分離している吸気経路２
１が通過するように配置されていてもよい。
【００４８】
　（Ｄ）
　また、上記実施の形態では、吸気孔６は扇型形状であったが、これに限らず円形状、楕
円形状、四角形状などであってもよい。
　（Ｅ）
　また、上記実施の形態では、図４に示すように複数個の吸気孔６がチューブ２の近傍に
設けられているが、これに限らず、図９に示すようにチューブ２の近傍に１つの吸気孔６
のみが設けられていても良い。
【００４９】
　（Ｆ）
　また、上記実施の形態では、一酸化窒素を測定する呼気分析装置を例に挙げて説明して
いるが、これに限らず、例えば一酸化炭素を測定する呼気分析装置であってもよい。この
ような場合、フィルター部１５として一酸化炭素を除去するフィルター部を用いても良い
。更に、二酸化酸素又は過酸化水素を測定する呼気分析装置であってもよい。
【００５０】
　（Ｇ）
　また、上記実施の形態では、呼気分析装置は、チューブ２がハンドル部１から取り外す
ことが出来ないように固定された構成であったが、チューブ２を接続部７に差し込むこと
によって、チューブ２がハンドル部１に取り付けることが出来、チューブ２を接続部７か
ら引き抜くことにより、ハンドル部１からチューブ２を取り外すことが出来る構成として
もよい。つまり、ハンドル部１は、チューブ２が着脱可能に構成してもよい。
【００５１】
　（Ｈ）
　また、上記実施の形態では、第一のワンウェイバルブ１４及び第二のワンウェイバルブ
１７が設けられているが、これに限らず、図１０に示すように第一のワンウェイバルブ１
４が設けられていなくても良い。
　（Ｉ）
　また、上記実施の形態では、複数の吸気孔６は円状に配置されていたが、楕円状に配置
されていても良い。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明のハンドル部では、チューブの一端が接続しているハンドル部本体にチューブの
一端側から他端にむけて拡開する湾曲部が設けられ、この湾曲部に前記吸気孔が設けられ
ているために、ハンドル部本体に弾性が付与される。その結果、湾曲によるチューブの可
動範囲以上の力が加わったとしても、その弾性によりチューブの折れ曲りが抑制されるで
、呼気を測定するにあたり、使い勝手が良くなり、操作性が向上する。
【００５３】
　したがって、本発明は、喘息検出、肺機能検出などを行う際に使用する呼気を吹き込む
ためのハンドル部とそれを備えた呼気分析装置に活用されることが期待されるものである
。
【符号の説明】
【００５４】
　１　ハンドル部（ハンドル装置の一例）
　２　チューブ
　２ａ　一端（ハンドル装置に接続される側の端の一例）
　２ｂ　他端（分析装置本体に接続される側の端の一例）
　３　分析装置本体
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　４　ハンドル部本体
　５　マウスピース
　６　吸気孔
　７　接続部
　８　円筒部
　９　接続部材
　１０　径小部
　１１　吸気入口部
　１２　第一吸気経路
　１３　呼気排出部
　１４　第一のワンウェイバルブ
　１５　フィルター部
　１６　湾曲部
　１６ａ　表面
　１７　第二のワンウェイバルブ
　１８　第二吸気経路
　１９　排気経路
　２０　外周部
　２１　吸気経路
　２２、２２ａ、２２ｂ　隙間

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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